
教 体 第 ３ ４ ３ 号平成２１年１２月２８日各市町村教育委員会教育長 殿各 県 立 学 校 長 奈良県教育委員会教育長新型インフルエンザに係る学級閉鎖基準の変更について（通知）このことについて、別添のとおり奈良県新型インフルエンザ対策本部より発信された『「学級閉鎖基準の変更」について』に基づき、３学期から下記のとおり適切に対応いただきますようお願いします。なお、本通知における基準等は、現状況下によるものであり、今後の状況により見直しをしていくこととします。各市町村教育委員会におかれては、貴管内の学校（園）に周知いただきますようお願いします。 記１．学級閉鎖基準のみを変更し、学年閉鎖、休校については従来どおりとする。学級閉鎖の基準① 設置者は、インフルエンザの診断が報告された児童生徒が１名以上おり、かつ、その学級における「かぜ・インフルエンザ」による欠席率が急速に高くなった場合は、その学級の閉鎖を検討する。欠席率が急速に高くなった場合の目安は、欠席率がおよそ７日以内で10％～15％に達したときとする。② 閉鎖の期間は、閉鎖を決定した日の翌日から５日間（土・日曜日を含む。）とする。２．留意事項① 学校（園）は、従来どおり児童生徒等の健康状態を十分観察し健康管理に努めるとともに、感染予防対策（手洗い・うがい・咳エチケットの励行等）に積極的に取り組むこと。② 設置者は、学校長及び学校医、保健所等と協議のうえ、学級閉鎖を検討すること。③ 学級閉鎖を実施しない場合でも、その後学級において感染の拡大が見られる場合は、速やかに学級閉鎖の再検討をすること。④ インフルエンザと診断された児童生徒については、従来どおり「発症した日の翌日から７日を経過するまで」は出席停止とし、自宅で療養するよう指導すること。奈良県教育委員会事務局保健体育課 健康・安全教育係電 話 ０７４２－２７－９８６１ＦＡＸ ０７４２－２２－３９９５
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報道資料
「学級閉鎖基準の変更」について平成２１年１２月２８日健康増進課松山(32２３) 氏平(3２２４)防災統括室榊原（2284）平成２１年８月２６日に奈良県新型インフルエンザ対策本部が策定した「二学期からの学校（園）における感染予防対策について」の中の、「学級閉鎖」の基準を次の通り変更し、３学期から適用するものとする。変更前（H21.8.26～H２１.12..2７） 変更後（H21.12.2８～）１．感染予防対策 １．変更なし（省略）２．学級・学年閉鎖及び休校の基準 ２．学級・学年閉鎖及び休校の基準１）学級閉鎖 １）学級閉鎖①設置者は、７日以内に同一学級に ①設置者は、インフルエンザの診断がおいて、インフルエンザの診断が 報告された児童生徒が１名以上おり、報告され児童生徒が、３人以上の かつ、その学級における「かぜ・イ場合は、その学級を閉鎖する。 ンフルエンザ」による欠席率が急速に高くなった場合は、その学級の閉鎖を検討する。欠席率が急速に高くなった場合の目安は、欠席率がおよそ７日以内で１０％～１５％に達したときとする。②閉鎖の期間は、３人目の患者の診 ②閉鎖の期間は、閉鎖を決定した日の断が報告された翌日から５日間（ 翌日から５日間（土・日曜日を含む。）土・日曜日を含む。）とする。 とする。２）学年閉鎖の基準（H21.9.18変更） ２）変更なし（省略）３）休校（H21.9.18変更） ３）変更なし（省略）３．省略 ３．変更なし４．省略 ４．変更なし(変更の理由）１． 地域社会において、インフルエンザ患者がまん延している現状では、学校での休業措置は地域社会における感染拡大防止の効果は少ない。２． 児童生徒の半数近くが既に感染しているとの推計もあり、また、１２月から児童生徒へのワクチン接種も開始されたことから、学校での感染拡大のスピードは今後減速していくと予測される。３． 学校間における患者発生状況に差があり、県下一律の基準ではなく、それぞれの学校の実情にあった対応が必要。４．患者の発生状況が、１１月末をピークに下降傾向にある。
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学級閉鎖基準の変更変更前（H21.8.26～ H21.12.27） 変更後（H21.12.28～）二学期からの学校（園）における感染予防対 二学期からの学校（園）における感染予防対策について 策について１．感染予防対策 １．感染予防対策１）学校（園）は、児童生徒、保護者に対 １）学校（園）は、児童生徒、保護者に対して、手洗い・うがいの励行、マスク して、手洗い・うがいの励行、マスクの着用、インフルエンザ様症状がある の着用、インフルエンザ様症状がある場合の医療機関の受診、休業中の外出 場合の医療機関の受診、休業中の外出の 自粛、咳エチケットの徹底、朝夕の の自粛、咳エチケットの徹底、朝夕の検温等の徹底を指導 検温等の徹底を指導２）学校に対して手洗い消毒薬の配備を ２）学校に対して手洗い消毒薬の配備を要請 要請３）インフルエンザ様症状の欠席者から ３）インフルエンザ様症状の欠席者からの学校への報告の徹底 の学校への報告の徹底２．学級・学年閉鎖及び休校の基準 ２．学級・学年閉鎖及び休校の基準１１１１））））学級閉鎖学級閉鎖学級閉鎖学級閉鎖 １１１１））））学級閉鎖学級閉鎖学級閉鎖学級閉鎖①①①①設置者設置者設置者設置者はははは、、、、７７７７日以内日以内日以内日以内にににに同一学級同一学級同一学級同一学級においにおいにおいにおい ①①①①設置者設置者設置者設置者はははは、、、、インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの診断診断診断診断がががが報報報報てててて、、、、インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの診断診断診断診断がががが報告報告報告報告されされされされ 告告告告されたされたされたされた児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが１１１１人以上人以上人以上人以上おりおりおりおり、、、、かかかかたたたた児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが、、、、３３３３人以上人以上人以上人以上のののの場合場合場合場合はははは、、、、そ つそ つそ つそ つ、、、、そのそのそのその学級学級学級学級におけるにおけるにおけるにおける「「「「かぜかぜかぜかぜ・・・・インフインフインフインフのののの学級学級学級学級をををを閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖するするするする。。。。 ルエンザルエンザルエンザルエンザ」」」」によるによるによるによる欠席率欠席率欠席率欠席率がががが急速急速急速急速にににに高高高高くくくくなったなったなったなった場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその学級学級学級学級のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をををを検討検討検討検討するするするする。。。。欠席率欠席率欠席率欠席率がががが急速急速急速急速にににに高高高高くなったくなったくなったくなった場合場合場合場合のののの目目目目安安安安はははは、、、、欠席率欠席率欠席率欠席率がおよそがおよそがおよそがおよそ７７７７日以内日以内日以内日以内でででで１０１０１０１０％～％～％～％～１５１５１５１５％％％％にににに達達達達したときとするしたときとするしたときとするしたときとする。。。。②②②②閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖のののの期間期間期間期間はははは、、、、３３３３人目人目人目人目のののの患者患者患者患者のののの診断診断診断診断がががが ②②②②閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖のののの期間期間期間期間はははは、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をををを決定決定決定決定したしたしたした日日日日のののの翌翌翌翌報告報告報告報告されたされたされたされた翌日翌日翌日翌日からからからから５５５５日間日間日間日間（（（（土土土土・・・・日曜 日日曜 日日曜 日日曜 日からからからから５５５５日間日間日間日間（（（（土土土土・・・・日曜日日曜日日曜日日曜日をををを含含含含むむむむ。。。。））））日日日日をををを含含含含むむむむ。。。。））））とするとするとするとする。。。。 とするとするとするとする。。。。２）学年閉鎖（H21.9.18変更） ２）学年閉鎖（H21.9.18変更）設置者は、学級を越えて感染拡大の恐 設置者は、学級を越えて感染拡大の恐れがある場合には、状況に応じその学 れがある場合には、状況に応じその学年を５日間（土・日曜日を含む。）の 年を５日間（土・日曜日を含む。）の学年休業とする。 学年休業とする。３）休校 （H21.9.18変更） ３）休校（H21.9.18変更）設置者は、学年を越えて感染拡大の恐 設置者は、学年を越えて感染拡大の恐れがある場合には、状況に応じその学 れがある場合には、状況に応じその学年を５日間（土・日曜日を含む。）の 年を５日間（土・日曜日を含む。）の休校とする。 休校とする。３，保育所、学童保育においても、同様の扱 ３，保育所、学童保育においても、同様の扱いとする。 いとする。４．休校等の間のインフルエンザ患者数の報 ４．休校等の間のインフルエンザ患者数の報告を見て基準の見直しを検討。 告を見て基準の見直しを検討。



資料１１１１．．．．新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ感染感染感染感染によるによるによるによる学級学級学級学級・・・・学年閉鎖学年閉鎖学年閉鎖学年閉鎖、、、、休校休校休校休校（（（（園園園園））））数数数数 対象期間：平成２１年９月１日～１２月２５日

※2　学級・学年閉鎖・休校のうち、複数を実施した施設は１校としてカウントしている。２２２２．．．．奈良県内学校奈良県内学校奈良県内学校奈良県内学校におけるにおけるにおけるにおける新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの罹患者数罹患者数罹患者数罹患者数（（（（推計推計推計推計））））対象期間：平成２１年７月１日～１１月３０日

※私立学校の罹患者数については、調査期間が10/30までのため、公立学校の罹患率に基づいて推計した。　罹患率（Ｂ）は、公立学校についての調査結果。　推計罹患者数は、公立、私立を含めた県内学校の児童、生徒数に、上記罹患率（Ｂ）を乗じて得た推計値である。３３３３．．．．インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ定点当定点当定点当定点当たりたりたりたり報告数報告数報告数報告数

※1　中学校は国立学校・私立学校の中等教育学校前期を含み、高等学校は国立学校・私立学校の中等教育学校後期を含む。

学校（園・所）数 のべ学級数 学校（園・所）数 のべ学年数 学校（園・所）数 のべ休校数幼稚園 200 117 325 46 64 42 55 156 78.0%小学校 220 168 2,595 143 360 63 64 211 95.9%中学校　※1 120 99 1,019 86 186 13 14 112 93.3%高等学校　※1 54 50 801 26 41 5 5 52 96.3%高等専門学校 1 1 13 1 100.0%特別支援学校 10 3 16 9 20 2 2 9 90.0%保育所 191 49 112 4 5 143 236 162 84.8%学童保育 212 1 1 146 266 146 68.9%合計 1,008 487 4,881 315 677 414 642 849 84.2%

休校 Ｂ／Ａ施設数（Ａ）校種別 学級閉鎖数 学年閉鎖 実施施設数合計※2（Ｂ）

幼稚園 18,538 17.9% 3,326小学校 78,451 30.7% 24,060中学校 41,897 25.7% 10,755高等学校 37,395 20.4% 7,616合　　計 176,281 26.6% 46,927
校種等 児童、生徒数（人）（Ａ） 推計罹患者数（人）（Ｃ）罹患率（％）（Ｂ）

３６週 ３７週 ３８週 ３９週 ４０週 ４１週 ４２週 ４３週 ４４週8/31～9/6 9/7～9/13 9/14～9/20 9/21～9/27 9/28～10/4 10/5～10/11 10/12～10/18 10/19～10/25 10/26～11/1全　 国 2.62 3.21 4.95 4.25 6.40 12.92 17.65 24.62 33.28奈良県 1.93 2.07 3.56 3.15 4.85 9.07 10.93 17.80 22.85４５週 ４６週 ４７週 ４８週 ４９週 ５０週 ５１週11/2～11/8 11/9～11/15 11/16～11/22 11/23～11/29 11/30～12/6 12/7～12/13 12/14～12/20全　 国 32.76 35.15 38.89 39.63 31.82 27.39 22.44奈良県 20.29 26.91 27.65 30.95 27.91 26.49 21.18
区　 分
区　 分
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